
金
沢
市
税
務
課
が
、
平
成
２

７
年
８
月
６
日

発
税
第
１
４

６
８
号
の
差
押
調
書
で
○
○

（
株
）
の
平
成
４
０
年
１
０
月

末
ま
で
の
賃
料
の
支
払
い
請
求

権
を
滞
納
金
額
に
充
つ
る
ま
で
、

差
押
え
ま
し
た
。

さ
ら
に
、
平
成
２
７
年
１
０
月

２
０
日

発
税
第
２
４
３
３
号

で
金
沢
市
長
（
医
療
保
険
課
）

の
平
成
２
７
年
９
月
１
４
日
の

差
押
に
、
金
沢
市
税
務
課
が
参

加
差
押
を
行
い
ま
し
た
。

１
、
国
税
徴
収
法
第
４
７
条
は
、

督
促
状
ま
た
は
納
付
催
告
書
を

発
し
た
日
か
ら
１
０
日
を
経
過

し
た
日
ま
で
に
完
納
し
な
い
と

き
は
、
差
押
え
を
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

国
税
徴
収
法
通
達
18
で
は
、
督

促
状
ま
た
は
納
付
催
告
書
を
発

し
た
後
６
ヶ
月
以
上
を
経
て
差

押
す
る
場
合
は
、
あ
ら
か
じ
め
、

催
告
を
す
る
も
の
と
し
て
い
る
。

金
沢
市
税
務
課
が
○
○
（
株
）

の
債
権
差
押
と
、
平
成
２
７
年

１
０
月
２
０
日
参
加
差
押
で
催

告
状
を
滞
納
者
に
提
出
し
た
の

は
そ
れ
ぞ
れ
い
つ
か
。
ま
た
本

人
が
そ
の
差
押
を
知
っ
た
日
は

い
つ
か
。

２
、
平
成
２
７
年
１
２
月
４
日

の
代
金
決
済
時
、
当
日
す
で
に

金
沢
市
職
員
は
取
り
下
げ
書
を

準
備
し
、
異
議
申
し
立
て
書
の

取
り
下
げ
書
提
出
が
、
所
有
権

移
転
と
関
係
が
な
い
の
に
も
係

ら
ず
押
さ
な
い
と
所
有
権
移
転

が
で
き
な
い
と
強
要
し
た
事
実

か
ら
、
説
明
も
な
く
金
沢
市
が

本
人
の
無
知
に
乗
じ
押
印
さ
せ

た
も
の
で
あ
る
。

３
、
平
成
２
７
年
１
０
月

２
０
日
の
金
沢
市
参
加
差

押

は
、
国
税
徴
収
法
第

４
８
条
の
超
過
差
押
・
無

益
な
差
押
の
禁
止
に
該
当

し
な
い
か
。

４
、
本
人
は
平
成
２
７
年
８
月

２
４
日
未
納
市
民
税
債
務
の
承

認
及
び
納
付
誓
約
書
提
出
し
て

い
る
。

本
人
及
び
代
理
人
は
平
成
２
７

年
８
月
６
日
に
差
押
執
行
済
み

を
全
く
知
ら
な
か
っ
た
の
で
あ

る
。
知
っ
て
い
れ
ば
平
成
２
７

年
８
月
２
４
日
当
日
の
、
提
出

指
示
に
従
う
こ
と
は
な
か
っ
た

の
で
あ
る
。

ま
た
、
誓
約
書
の
文
面
で
も
、

「
平
成
２
７
年
１
１
月
ま
で
に

未
納
不
の
市
民
税
の
全
額
納
付

が
な
け
れ
ば
、
即
時
財
産
に
つ

い
て
差
押
が
実
行
さ
れ
る
こ
と

を
了
承
し
ま
す
。
」
と
あ
り
、

当
日
に
お
い
て
す
ら
、
平
成
２

７
年
８
月
６
日
差
押
済
み
を
認

識
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
後
、
平
成
２
７
年
９
月
１

８
日
に
金
沢
市
保
健
局
保
健
課

が
不
動
産
差
押
を
行
い
、
平
成

２
７
年
１
０
月
１
０
日
に
金
沢

市
税
務
課
が
、
さ
ら
に
そ
の
不

動
産
差
押
に
追
加
で
参
加
差
押

を
二
重
に
し
ま
し
た
。
現
在
の

時
価
は
６
千
万
円
相
当
で
あ
る
。

金
沢
市
担
当
職
員
に
よ
る
税
務

行
政
の
想
像
を
超
え
た
後
だ
し

と
、
だ
ま
し
討
ち
の
典
型
を
こ

の
部
分
で
も
証
明
で
き
る
の
で

あ
る
。

金
沢
市
税
務
課
及
び
健
康
保
険

課
の
職
員
の
行
為
の
長
は
、
金

沢
市
長
で
あ
り
説
明
責
任
は
免

れ
な
い
。
経
緯
か
ら
し
て
、
金

沢
市
長
は
全
て
の
事
実
関
係
を

明
ら
か
に
す
べ
き
義
務
が
あ
る
。

回
答
を
求
め
る
も
の
で
す
。

平
成
２
８
年
８
月
２
６
日

金
沢
市
市
長
・
税
務
課
長
殿
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金
沢
市
医
療
保
険
課
の
通
知
に

不
服
が
あ
る
場
合
60
日
以
内
に

石
川
県
国
民
健
康
保
険
審
査
会

（
県
庁
）
に
対
し
て
審
査
請
求

が
で
き
ま
す
。

裁
決
を
受
け
た
翌
日
か
ら
、
6

か
月
以
内
に
金
沢
市
長
を
提
訴

で
き
ま
す
。

ま
た
審
査
請
求
か
ら
三
か
月
を

経
過
し
て
も
裁
決
が
な
い
と
き

は
金
沢
市
長
を
提
訴
で
き
ま
す
。

平
成
27
年
10
月
30
日
保
険
審

査
会
に
請
求
人
が
「
審
査
請
求

書
」
提
出
。

平
成
28
年
7
月
21
日
に
受
理
通

知
。
（
受
理
に
９
か
月
）

平
成
28
年
7
月
25
日
（
受
理
か

ら
四
日
後
）
金
沢
市
長
が
「
弁

明
書
」
を
保
険
審
査
会
に
提
出
。

平
成
28
年
8
月
8
日
請
求
人
が

「
弁
明
書
」
の
「
反
論
書
」
を

保
険
審
査
会
に
提
出
。

平
成
27
年
10
月
30
日
金
沢
市

税
務
課
へ
請
求
人
が
「
異
議
申

立
書
」
を
提
出
。

平
成
27
年
12
月
4
日
金
沢
市
が

異
議
申
立
の
効
力
を
偽
証
、
請

求
人
に
「
異
議
申
立
取
下
書
」

を
提
出
さ
せ
る
。

平
成
28
年
8
月
26
日
金
沢
市
長

へ
請
求
人
「
質
問
書
」
を
提
出
。

石
川
県
及
び
金
沢
市
に
改
善

す
べ
き
課
題
は
な
い
か
。
放
置
・

見
過
ご
せ
ば
、
今
後
も
行
政
の

不
法
行
為
が
続
く
と
解
せ
ら
れ
、

今
後
経
緯
等
を
公
開
予
定
で
す
。


